
■平成27年度スポーツ振興くじ（toto）助成金 二次募集
対 象 事 業  ： 

受 付 期 間  ： 平成27年7月3日（金）～平成27年7月31日（金） 消印有効

 ： １．助成対象事業が、次に掲げる事業である場合は助成対象事業となりません。
     ア． スポーツの振興を目的とする国費（国費を財源とする資金を含む。）を活用し
              ようとする事業
              （例）国の委託金、交付金又は補助金
              （例）他の独立行政法人が交付する助成金
     イ． スポーツ施設の整備を対象とする国の補助金又は交付金（交付要綱等において、
              対象となる施設にスポーツ施設（運動場、多目的広場を含む。）が定められてい
              るものに限る。）を活用しようとする事業
     ウ． スポーツ振興基金助成金又は公営競技等（競馬、競輪、競艇、オートレース及
              び宝くじ（当せん金付証票））の収益による補助金若しくは助成金を活用しよう
              とする事業
     エ． 助成対象事業の全部を第三者（営利法人等）に委任して実施しようとする事業
            ※ 助成対象者が本来行うべき業務（企画・立案等）を委任する場合も、助成対象者が行う事

                  業とならないため助成対象事業となりません。

     オ． 実施しようとする事業に係るすべての収入及び支出が助成対象者において経理
              されない事業
            ※ 実施しようとする事業の一部を助成対象事業とすることは、助成金の額の確定が困難なた

                  め、助成対象事業となりません。

                 （ 主催構成団体において実行委員会を組織し、構成団体で経費を分担して実行委員会が一括

                    経理する場合、実行委員会は助成対象者ではありませんので、実行委員会収支予算を助成事

                   業の事業予算とすることはできません。この場合、助成対象者が実行委員会に支出（委託）

                   する経費のみが助成対象経費となります。）

     ２． 助成事業の実施後、実績報告書に基づく審査の結果、助成対象事業の要件に合致
           しない場合、助成金の交付は行いません。
     （例）助成事業を実施した結果、助成対象経費が下限額を下回った場合

問 合 せ 先  ： 独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興事業部 支援企画課
     〒107-0061 東京都港区北青山2-8-35  FAX：03-5411-3477
    

詳しいことは、独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。
（http://www.jpnsport.go.jp/sinko/Default.aspx）

みえ広域スポーツセンターだより
H27年度第18号（2015.07.15） 第180号

対象となら
な い 事 業

〖助成金のお知らせ〗

問い合わせ内容 電話番号 メール
スポーツ団体に対する助成に関すること
（主にトップスポーツに関すること）

総合型地域スポーツクラブ活動助成に関すること 03-5410-9188 josei1@jpnsport.go.jp

スポーツ団体に対する助成に関すること
（主に地域スポーツに関すること）
施設整備助成に関すること
地方公共団体のスポーツ活動助成に関すること

jyosei-shinsa@jpnsport.go.jp

josei2@jpnsport.go.jp

josei3@jpnsport.go.jp
03-5410-9129

03-5410-9150

助成区分 助成事業の内容
地域スポーツ施設整備助成 １．グラウンド芝生化事業

２．スポーツ施設等整備事業
スポーツ競技施設等の整備

地方公共団体スポーツ活動助成 １．地域スポーツ活動推進事業
スポーツ教室、スポーツ大会等の開催

スポーツ団体スポーツ活動助成 １．スポーツ活動推進事業
スポーツ教室、スポーツ大会等の開催

２．スポーツ指導者海外研修事業
若手スポーツ指導者長期在外研修

３．組織基盤強化事業
４．国際スポーツ会議開催事業

国際競技大会開催助成 １．大会開催準備事業
２．大会開催事業
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